
令和３年度 予算編成方針 
 

令和２年 10月 小海町 

１．国、県の経済状況と予算編成の動向 
 内閣府が公表した10月の月例経済報告によると、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。」とし、先行きにつ

いては、「感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動レベルを引き上げていくなかで、各種

政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、国内外の

感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」としている。 

政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発する災害への対応に取り組むととも

に、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症の感染対策と経済

活動を両立し、雇用の確保、事業の継続を通じて国民生活を守り抜く。その上で感染症によっ

て明らかになったデジタル化などの新たな目標について、規制改革など集中的な改革、必要な

投資を行い、再び力強い経済成長を実現する。そのための主要施策について、本年7月に閣議

決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」等に基づき、政策目標とそのスケージュー

ルを明らかにするとした。 

 長野県経済は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、一部

持ち直しの動きがみられる。」としている。 

 また、長野県が公表した「令和３年度当初予算編成方針」によると「しあわせ信州創造プラ

ン2.0の推進」と「新時代の行政経営への転換と財政構造改革」に取り組むとし、県の動向に

ついても留意する必要がある。 
 

２．小海町の財政状況 
歳入面では、令和元年度決算で、地方交付税（臨財債含む）が 45.0％、町税が 12.6％、国・

県支出金が 10.3％となっている。総務省は、地方交付税については、本来の役割が適切に発揮

されるよう総額を確保することとし、16.2 兆円を要求するとともに、交付税率の引上げを事項

要求したが令和元年度と比較すると 3,949 憶円の減となる。地方交付税の動向が町財政に大き

く影響しており、また新型コロナウイルス感染症の影響で町税収入の落ち込みが見込まれるた

め、不足分については起債や基金繰入への依存が高まる。 

歳出面では、大きな事業として、スケートセンター施設冷凍機改修事業、やすらぎ園改修事

業、橋梁長寿命化改修事業等などを予定している。引き続き公共施設等の維持保全に適切に対

応していかなければならないなど、歳出の増加傾向が続く見込みである。 

 また、今後も新型コロナウイルス感染症の影響により更に厳しい財政状況が続くと予想され

ることから、職員一人ひとりが認識し、財源不足の解消に向けて積極的に取り組む必要がある

とともに「小海町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和 2 年度改正）」と「第６次小海町長

期振興計画（前期計画）」を密接に連携させ施策を展開していくことが重要となっている。 

 

３．予算編成の基本方針 
（１）町民のニーズ・視点に立ち「選択と集中」により真に必要な事業を重点的に実施する。 

町民・地域の要望を的確に把握し、町民の視点に立った施策を作成し、町民・地域の生

活・福祉の向上に向け真に必要な施策(事業)をより積極的に予算化する。 

「第６次長期振興計画（前期計画）」ローリングにおいて、令和３年度計画に記載のな

い事業については予算要求を認めない。 

 

（２）行財政のスリム化と経費の節減等により安定した財政を目指す。 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受け、町税収入が減少するなど歳入予算の大幅な減

少が見込まれることから、事業の優先順位付けを行い、実施時期の見直しや、事業の廃止、

縮小などすべての事務・事業について、課内で費用対効果を検証し、経費の徹底した節減、

 



既に初期の目的を達成した事業や情勢の変化等により事業推進の必要性が薄れているも

のについては廃止するなど、徹底した見直しを図ること。 

（３）「第６次長期振興計画（前期計画）」、「小海町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基本

に着実にかつ効率的な実施を目指す。 

計画に沿い予算を編成し、「最小の経費で最大の効果」を挙げるよう努める。特に新規

事業については、費用対効果、必要度、重要度、他事業との比較検討など十二分に調査・

研究する。事業計画時は、国・県補助制度など調査・研究し、財源確保に積極的に努める。 

 

（４）住民負担の公平性に努める。 

   受益者が限定される事業は、応分の受益者負担を原則として制度化し、個人給付事業は、

事業化や現物給付への移行などを検討すると共に、町民の平等意識を重視し慎重な対応で

臨む。 

 

（５）事業によっては、農業協同組合・森林組合・商工会・社会福祉協議会等関係団体と十分

に協議し予算計上すること。 

 

（６）予算査定の実施 

   各事業予算については、年間を通して予測されるすべての収入・支出を確実に見込むこ

と。予算要求書により各課・係とのヒアリングを実施し、事業毎にその必要性、費用対効

果、町民の要望度、他事業との比較検討結果などについて協議する。これにより事業毎の

査定を行い、さらに必要な場合は総額査定も有り得る。 

   また、補正予算の財源確保に努めるが、原則として制度改正など必要最小限のものに限

定する。なお、十分な留保財源が見込めないなかでは、補正についても査定を実施する。 
 

（７）前項（１）から（６）を基本としつつ、町長の公約、議会答弁、各区への回答などその

内容・事項を確実に調査・検討し、必要なものは予算要求すること。 
 

４．その他 
・「小海町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に伴い、事業の拡充など新たな重要課題につ

いては、課を超えて連絡を密にし、十分に検討し何が予算計上できるか検討の上判断す

ること。 

・コロナ禍において新たな時代を見据え、未来を先取りする社会変革に取り組む必要があ

る。そのためには職員一人ひとりが認識し、業務改善に積極的に取り組むとともに、今

後も感染症対策に係る新たな国と県の経済財政運営の動向に注視し、情報収集に努め、

迅速かつ的確な対応を図ること。 

・議会及び監査委員からの指摘、要望事項、並びに町民からの要望等については特に留意

し緊急性、必要性を十分検討すること。 

 

 

 


